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－令和７年度 第２回西脇市都市計画審議会－

特別指定区域の変更について
（西田地区）



本日の説明事項
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■ 本日の説明事項
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１ 土地利用計画と特別指定区域制度について

２ 土地利用計画の変更
特別指定区域の指定の変更申出

３ 上位計画との整合

４ 今後のスケジュール



１ 土地利用計画と
特別指定区域制度について
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土地利用計画と特別指定区域制度

地区
土地利用計画

特別指定区域
制限の
緩和

西脇市
土地利用計画

総合計画・都市計画マスタープラン等

土地利用計画は、市又は地区の土地利用の方針を示し、まちづくりの目標となるもので、

市の上位計画と整合している必要があります。

この計画に基づいて特別指定区域の指定が行われます。
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■第２次西脇市市街化調整区域土地利用計画
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計画的な土地利用を行うため、市街化調整区域を次の５種類の

利用区分に分けます。

保全区域 様々な公益的機能を考慮し、森林や里山、社寺境内樹林地（鎮守の
森）などの良好かつ地域の貴重な資源としての自然環境の保全、生
態系の保全及び土地の形質の保全を図るべき区域

森林区域 森林としての土地利用を通じて、森林が持つ多面的機能の発揮を図
り、森林としての地域環境の形成を図るべき区域

農業区域 農業の振興を図るとともに、農業の営みを通じて、農地が持つ多面
的機能の発揮を図るべき区域

集落区域 既存の住宅を中心に、良好な生活環境の保全と創造を図るほか、生
活の利便性や快適性を得るために、区域における生活関連施設や公
共公益施設などの効率的整備を促進し、より良い居住環境の形成に
配慮すべき区域

特定区域 地域の活性化を図り、周辺の環境に配慮しつつ、一定の開発を計画
的かつ適正に誘導すべき区域

土地利用計画と特別指定区域制度
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土地利用計画と特別指定区域制度
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土地利用計画と特別指定区域制度
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■西脇市特別指定区域の指定状況全体図



２ 土地利用計画の変更
特別指定区域の指定の変更申出

10



■土地利用計画・特別指定区域の変更予定箇所
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⻄脇市の世帯数の推移

西田地区
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■土地利用計画図（変更予定箇所）

工場等の立地が目的

集落区域 → 特定区域



■特別指定区域の指定状況（変更予定箇所）
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⻄脇市の世帯数の推移

工場等の立地が目的

地域活力再生等区域【旧地縁者の住宅区域】
→ 工場等誘導区域 or 工場・店舗等周辺区域



■現地の写真（予定箇所と周辺道路）

14

⻄脇市の世帯数の推移



３ 上位計画との整合
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■第２次西脇市総合計画・後期基本計画
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■第２次西脇市総合計画・後期基本計画
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■第２次西脇市総合計画
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⻄脇市の世帯数の推移



■第２次西脇市総合計画
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⻄脇市の世帯数の推移



■第２次西脇市都市計画マスタープラン
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予定地

生産エリア
これまでにも産業的⼟地利⽤への転換を計画的に図っており、

今後も、産業地区としての⼟地利⽤を図っていくべきエリア
田園居住ゾーン
暮らしと⾃然が共生するゾーン（良好な田園環境の形成と、

周辺環境と調和する⼟地利⽤を図る地域）



■西脇市都市計画マスタープラン
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⻄脇市の世帯数の推移



４ 今後のスケジュール
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■今後のスケジュール

工場を建築できるよう
にしよう

協議会等市

市 地区

住民説明会 案の縦覧＋意見書提出

【地元意見の反映】

特別指定区域（案）の作成

計画の決定・公表

土地利用計画変更（案）
の作成

☆市都市計画審議会（審議）
県へ指定申出

☆市都市計画審議会（事前協議）

特別指定区域の県指定（令和８年８月）

⼟地利⽤計画 特別指定区域
【土地利用計画と特別指定区域の変更を同時で進めます】
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